
- 1 -

令和３年第６回岐阜県議会定例会提出議案の概要（条例その他）

（令和３年１２月２日）

議第１４２号 清流の国ぎふ森林・環境税条例の一部を改正する条例について
[担当課：税務課]

１ 清流の国ぎふ森林・環境税について、その適用期間を５年延長する。

【概要】

目 的 森林及び河川が有する県土の保全、地球温暖化の防止、生物多様性の確保等の公益

的機能の維持増進を図るための財源確保

税 率 県民税の均等割の超過課税として、次の区分に応じ加算

個人：年額１，０００円

法人：年額２，０００円～８０，０００円（県民税の均等割額の１０％相当額）

２ その他所要の規定の整理を行う。

（１は公布の日から、２は令和４年４月１日から施行）

議第１４３号 水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例について
[担当課：環境管理課]

環境省令で定められているカドミウム及びその化合物に係る排水基準値が、条例
で上乗せしている基準値と同じになることに伴い、条例の上乗せ基準を廃止する。

（公布の日から施行）

資料４
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議第１４４号 岐阜県土木関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について
[担当課：住宅課]

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に
関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、長期優良住宅の普及の促進に関
する事務に係る手数料について、次のとおり規定の整備を行う。

１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、次の手数料を新た
に徴収する。

手数料の名称 単位 手数料の額

認定長期優良住宅容積率制限特例許可
１件につき １６０，０００円

申請手数料

２ 住宅の品質確保の促進等に関する法律及び長期優良住宅の普及の促進に関する
法律の一部改正に伴い、次の手数料について、単位（※１）及び申請の際に添付
する書類の区分（※２）を変更した上、額を改定する。
※１ 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組み（住戸単位認定）から管理

組合の管理者等が一括して認定を受ける仕組み（住棟認定）に変更されたことに伴い、「１

戸につき」から「１件につき」に変更

※２ 「適合証（住宅性能評価を行う民間機関が長期優良住宅の基準に適合することを証する書

面をいう。）」及び「設計住宅性能評価書（住宅性能評価を行う民間機関が交付する設計住

宅性能評価書をいう。）」の区分を、「確認書又は住宅性能評価書（住宅性能評価を行う民

間機関が交付する確認書又は住宅性能評価書をいう。）」の区分に変更

⑴ 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

ア 新築に係るもの

変 更 前 変 更 後

区 分
添付 手数料の額 添付 手数料の額
書類 （１戸につき） 書類 （１件につき）

一戸建て 適合証 ６，０００円 確認書 １４，０００円
の住宅 又は住

設計住宅性 ２２，０００円 宅性能
能評価書 評価書

５戸以下 適合証 １２，０００円を申請 確認書 ２４，０００円
の共同住 戸数で除した額 又は住
宅 宅性能

設計住宅性 ６２，０００円を申請 評価書
能評価書 戸数で除した額

５ 戸 超 適合証 ２１，０００円を申請 確認書 ３８，０００円
１０戸以 戸数で除した額 又は住
下の共同 宅性能
住宅 設計住宅性 ９５，０００円を申請 評価書

能評価書 戸数で除した額
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１０戸超 適合証 ３１，０００円を申請 確認書 ６２，０００円
２５戸以 戸数で除した額 又は住
下の共同 宅性能
住宅 設計住宅性 １７４，０００円を申 評価書

能評価書 請戸数で除した額

２５戸超 適合証 ５７，０００円を申請 確認書 ９８，０００円
５０戸以 戸数で除した額 又は住
下の共同 宅性能
住宅 設計住宅性 ２９４，０００円を申 評価書

能評価書 請戸数で除した額

５０戸超 適合証 ９７，０００円を申請 確認書 １４８，０００円
１００戸 戸数で除した額 又は住
以下の共 宅性能
同住宅 設計住宅性 ４４９，０００円を申 評価書

能評価書 請戸数で除した額

１００戸 適合証 １６０，０００円を申 確認書 ２５０，０００円
超２００ 請戸数で除した額 又は住
戸以下の 宅性能
共同住宅 設計住宅性 ８１１，０００円を申 評価書

能評価書 請戸数で除した額

２００戸 適合証 １９６，０００円を申 確認書 ３１６，０００円
超３００ 請戸数で除した額 又は住
戸以下の 宅性能
共同住宅 設計住宅性 １，１０４，０００円 評価書

能評価書 を申請戸数で除した額

３００戸 適合証 ２０９，０００円を申 確認書 ３５８，０００円
超の共同 請戸数で除した額 又は住
住宅 宅性能

設計住宅性 １，３３４，０００円 評価書
能評価書 を申請戸数で除した額

イ 増築又は改築に係るもの

変 更 前 変 更 後

区 分
添付 手数料の額 添付 手数料の額
書類 （１戸につき） 書類 （１件につき）

一戸建ての住 適合証 ９，０００円 確認書又は ２０，０００円
宅 住宅性能評

価書

５戸以下の共 適合証 １８，０００円を 確認書又は ３５，０００円
同住宅 申請戸数で除した 住宅性能評

額 価書

５戸超１０戸 適合証 ３２，０００円を 確認書又は ５６，０００円
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以下の共同住 申請戸数で除した 住宅性能評
宅 額 価書

１０戸超２５ 適合証 ４６，０００円を 確認書又は ９２，０００円
戸以下の共同 申請戸数で除した 住宅性能評
住宅 額 価書

２５戸超５０ 適合証 ８５，０００円を 確認書又は １４６，０００円
戸以下の共同 申請戸数で除した 住宅性能評
住宅 額 価書

５０戸超１０ 適合証 １４５，０００円 確認書又は ２２１，０００円
０戸以下の共 を申請戸数で除し 住宅性能評
同住宅 た額 価書

１００戸超２ 適合証 ２３９，０００円 確認書又は ３７４，０００円
００戸以下の を申請戸数で除し 住宅性能評
共同住宅 た額 価書

２００戸超３ 適合証 ２９４，０００円 確認書又は ４７２，０００円
００戸以下の を申請戸数で除し 住宅性能評
共同住宅 た額 価書

３００戸超の 適合証 ３１４，０００円 確認書又は ５３６，０００円
共同住宅 を申請戸数で除し 住宅性能評

た額 価書

⑵ 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

手数料の単位及び区分は⑴の表と同じとし、手数料の額は⑴の表の２分の１
の額とする。

（令和４年２月２０日から施行）
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議第１４５号 岐阜県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について
[担当課：警察本部生活安全総務課]

銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正に伴い、次のとおり規定の整備を行う。

１ 銃砲等所持許可申請手数料について、クロスボウの所持の許可の申請に対する
審査を対象に加え、手数料の名称を銃砲刀剣類等所持許可申請手数料に改める。

２ 外国人銃砲等所持許可申請手数料について、国際競技に参加する外国人に係る
クロスボウの所持の許可の申請に対する審査を対象に加え、手数料の名称を外国
人銃砲刀剣類等所持許可申請手数料に改める。

３ 次の手数料を新たに徴収する。

手数料の名称 単 位 手 数 料 の 額

クロスボウ取扱講習 １人に ６，９００円
会手数料 つき ただし、現に許可を受けているクロスボウを所

持している者にあっては、３，０００円

クロスボウ所持許可 １件に ６，８００円
証記載申請手数料 つき ただし、同時申請する場合における２件目以降

にあっては、４，３００円

クロスボウ所持許可 １件に ７，２００円（新たな許可証の交付を伴わない
更新申請手数料 つき ものにあっては、６，８００円）

ただし、同時申請する場合における２件目以降
及び同時に許可証への記載申請をする場合にあ
っては、４，８００円（新たな許可証の交付を
伴わないものにあっては、４，４００円）

クロスボウ射撃資格 １件に ９，３００円
認定申請手数料 つき ただし、同時申請する場合における２件目以降

にあっては、５，６００円

４ 猟銃等所持許可証書換え手数料について、クロスボウの所持に係る許可証の書
換えを対象に加え、手数料の名称を猟銃等クロスボウ所持許可証書換え手数料に
改める。

５ 猟銃等所持許可証再交付手数料について、クロスボウの所持に係る許可証の再
交付を対象に加え、手数料の名称を猟銃等クロスボウ所持許可証再交付手数料に
改める。

（令和４年３月１５日から施行）
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議第１４６号 境川河川改修工事の委託契約について
[担当課：河川課]

１ 契約の目的 公共大規模特定河川事業（総合治水）境川河川改修工事

２ 契約の方法 随意契約

３ 契 約 金 額 ６６４，４００，０００円

４ 契約の相手方 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番４号
東海旅客鉄道株式会社

５ 工事の場所 岐阜市上川手及び領下並びに羽島郡岐南町みやまち地内

６ 工事の概要 護岸工 一式

樋管工 ３基
ひ
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議第１４７号 徳山ダム上流域の山林の取得について
[担当課：水資源課]

県は、徳山ダム上流域の公有地化を推進するため、次の山林の取得（共有持分の
取得を含む。）をする。

１ 所 在 地 揖斐郡揖斐川町櫨原字扇谷奥山３９４番３０ほか３５筆

２ 取得予定面積 ６，７９８，３１５．４２平方メートル（うち、共有持分の取
得に係る山林の面積は、６，７９８，３１５．４２平方メート
ル（共有持分の取得に係る山林の筆ごとの面積に当該筆に係る
県が取得する共有持分の割合を乗じて得た数に相当する面積の
合計は、２０７，４８６．５６平方メートル））

３ 所 有 者 松野裕加ほか８名

４ 取得予定金額 ２３，０３０，９４１円

５ 取得の方法 買収

【参考】
今回上程分に係る山林の取得状況

今回の議案に 持分割合換算面積(B) 取得割合
筆数 係る土地全体 ((A)に持分割合を乗 (全取得対象面積

の面積(A) じた換算面積) 約17,700haに対す
る(B)の割合）

完全取得する山林 0筆 0.0ha 0.0ha 0.00％
持分取得する山林 36筆 679.8ha 20.7ha 0.12％
合 計 36筆 679.8ha 20.7ha 0.12％

↓
既取得割合（９２.５１％）を加えると、９２．６３％

（※端数処理のため合計が合わないことがある。）

筆 数：今回取得する土地の筆数

※ 完全取得：単独所有山林の取得及び共有山林の共有持分の全部の取得

持分取得：共有山林の共有持分の一部の取得
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議第１４８号 指定管理者の指定について
[担当課：地域スポーツ課]

岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 恵那市長島町正家１丁目１番地１
恵那市

２ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

議第１４９号 指定管理者の指定について
[担当課：文化創造課]

岐阜県県民ふれあい会館に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 ふれあいファシリティズ
構成員
岐阜市長森細畑４２７番地４
ハヤックス株式会社

岐阜市市ノ坪町４丁目１９番地
Ｂ－ＤＯＯコミュニケーションズ株式会社

２ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

議第１５０号 指定管理者の指定について
[担当課：障害福祉課]

岐阜県立ひまわりの丘に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市下奈良２丁目２番１号
社会福祉法人岐阜県福祉事業団

２ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
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議第１５１号 指定管理者の指定について
[担当課：障害福祉課]

岐阜県聴覚障害者情報センターに係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市薮田南５丁目１４番地の５３号岐阜県県民ふれ
あい会館６階
一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会

２ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

議第１５２号 指定管理者の指定について
[担当課：航空宇宙産業課]

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 各務原市下切町５丁目１番地
公益財団法人岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

２ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

議第１５３号 指定管理者の指定について
[担当課：都市公園課]

養老公園に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 大垣市河間町３丁目５５番地
イビデングリーンテック株式会社

２ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和１４年３月３１日まで
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議第１５４号 指定管理者の指定について
[担当課：都市公園課]

世界淡水魚園（世界淡水魚園水族館を含む一部の区域を除く。）に係る指定管理
者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 各務原市川島笠田町１５６４番地１
株式会社オアシスパーク

２ 指 定 の 期 間 令和４年４月１日から令和１１年３月３１日まで

議第１５５号 当せん金付証票の発売について
[担当課：財政課]

令和４年度に発売する当せん金付証票の発売総額を１９０億円以内とする。
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議第１５６号 公立大学法人岐阜県立看護大学第３期中期目標の制定について
[担当課：医療福祉連携推進課]

公立大学法人岐阜県立看護大学が達成すべき業務運営に関する目標を次のとおり
定める。

１ 中期目標の期間
令和４年４月１日から令和１０年３月３１日まで

２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標
人間の尊厳と生命を尊重し、ヒューマンケアの基本と技術を身につけ、看護の

対象が遭遇する諸問題の解決に看護職として責任をもって取り組み、看護サービ
スの充実に貢献できる基礎的能力を有する人材を育成する。 等

３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標
機動的かつ弾力的な運営を行うために、理事長（学長）のリーダーシップが円

滑に発揮できる体制を強化し、単科大学にふさわしい業務運営体制の確立に向け
た改善・改革に取り組む。 等

４ 財務内容の改善に関する目標
長期的な財政計画を策定し、それに基づいた経営を行う。 等

５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況についての自己点検・評価並びに当該
状況に係る情報の提供に関する目標
業務の改善・改革につながる自己点検・評価を推進する。 等

６ その他業務運営に関する重要目標
良好な教育研究の環境を確保するため、大学の施設・設備の常時点検を推進す

るとともに、長期修繕計画により計画的な維持管理を行う。 等


